
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  住宅税制 

Ｑ：今年度の税制改正では、住宅税制はど

うなりますか？                                      

  

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

平成25年の税制改正では、次の住宅税制が

盛り込まれています。 

 ①住宅借入金等を有する場合の所得税額の特

別控除 

住宅の取得等をして平成26年から平成29年ま

での間に居住の用に供した場合 

 イ)一般住宅の場合 

  ・平成26年１月から３月までに居住した場

合は、最高年20万円(10年間で200万円)の控

除 

  ・平成26年４月から平成29年12月までに居

住した場合は、最高年40万円(10年間で400

万円)の控除 

  ロ)認定住宅の場合 

  ・平成26年１月から３月までに居住した場

合は、最高年30万円(10年間で300万円)の控

除 

  ・平成26年４月から平成29年12月までに居

住した場合は、最高年50万円(10年間で500

万円)の控除 

 ②その他 

  その他、認定長期優良住宅の新築等をした

場合や既存住宅に係る特定の改修工事をした

場合、既存住宅の耐震改修をした場合、特定の

増改築に係る住宅借入金等を有する場合にお

いても、消費税率のアップに伴う調整措置が採

られています。 
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